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（土木課届出関係）

①　工事地区付近に｢公共基準点｣がありますか？  　 市役所（土木課備え付け図面）で確認して下さい。

ある ない そのまま工事が可能です。

②　基準点に影響を及ぼす工事ですか？　 要綱第【5の2】 条件1 掘削底面端45度の範囲
条件2 振動（杭打ち・抜き5ﾒｰﾄﾙ内）
条件3 その他の影響

そのまま工事が可能です。
             市役所（土木課）と協議し指示を受けて下さい。

【6の1】

対策して工事 一時撤去・移転
【5の1】 ・4号様式（届出書）を提出して下さい。・8号様式（申請・協議書）を提出して下さい。
【5の3】 ・添付書類 ・添付書類【6の4】 位置図・平面図

（1）位置図・断面図・平面図 写真

（2）引照点図又は測量資料 再設置位置図（移転の場合）

（3）写真 【6の2】

・9号様式（承認・回答書）を交付します。

工事により基準点に影響が出てしまった場合
土木課と協議して下さい。【5の6・5の8】

・6号様式（復旧承認申請書）を提出して下さい。

【5の7】 ・7号様式（復旧承認書）を交付します。

移転 工　事【7の1.2.3・8の1】

移転位置・施行方法の協議【9の1.2】

【5の4】 付近工事のしゅん工
・5号様式（しゅん工報告書） 【8の2・3】

【5の5】 ・添付書類 ・成果品一式
（1）写真 （手簿･記簿・計算簿）
（2）引照点図又は点検測量資料 （精度管理表）等

市（土木課）の検査 一時撤去 工事のしゅん工【9の4】

・11号様式（工事しゅん工報告書）を提出して下さい。
・添付書類
（1）写真（品質・出来形・工程・工事状況）【9の3】

不合格 （2）測量成果品　（一時撤去は不要）
※注　意 【9の6】

公共工事の場合　作業･手続きを簡略化するため、対策工事が 合格 市（土木課）の検査【9の5】 補修
不可能で、基準点に影響の及ぶ工事の場合は一時撤去を標準と

し、後日地籍調査補助で復元又は廃点とします。 完了

影響を及ぼす（条件1～3のいずれか該当） 影響を及ぼさない

成果の修正のための測量を実施して下さい。
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